
新型コロナウイルス感染症患者退院(退所)基準

R2.6.12 国基準変更

＜愛媛県独自＞（継続実施）

・退院（退所）時に、ＰＣＲ検査（１回）を実施
（ＰＣＲ検査の結果が陽性だった場合）

→ 宿泊療養施設で、１週間程度滞在

有症状者

※発症日から10日経過する前に症状が軽快した場合

陽性 24時間以後に
検体採取

症状軽快後※

24時間
②

１回目
陰 性

退院
（退所）

２回目
陰 性

発症日から10日間経過し、かつ症状軽快後72時間経過
①

ＰＣＲ検査

不要
退院

（退所）

原則①とする。ただし②でも可

【発症日から10日間経過等】

※検査陽性確定に係る検体採取日

無症状病原体保有者

陽性 24時間以後に
検体採取

検体採取日※から
６日間経過

④ １回目
陰 性

退院
（退所）

２回目
陰 性

検体採取日※から10日間経過
③

ＰＣＲ検査

不要
退院

（退所）

原則③とする。ただし④でも可

【検体採取日※から10日間経過・ PCR検査による退院(退所)基準の追加】

愛媛県独自の取扱いは終了
今後は原則、国の基準に沿って対応
（医師の判断等により実施する場合もある）


